
JP 2019-70937 A 2019.5.9

10

(57)【要約】
【課題】画面を遷移することなく、簡便にショートカッ
トアイコンを登録する。
【解決手段】機能の設定項目に対応する画面への遷移を
指示するショートカットアイコンを登録する登録部と、
画面に設定項目を設定可能に表示する設定領域とショー
トカットアイコンを表示するアイコン表示領域を表示し
、アイコン表示領域に登録済みのショートカットアイコ
ンと未登録のショートカットアイコンを表示する表示制
御部と、を設け、表示制御部は、未登録のショートカッ
トアイコンが選択されたら、画面に、未登録のショート
カットアイコンに登録可能な設定項目の一覧を表示し、
登録部は、一覧の中から設定項目が選択されたら、選択
された未登録のショートカットアイコンと選択された設
定項目とを対応付けて登録し、表示制御部は、選択され
た未登録のショートカットアイコンに、選択された設定
項目を識別可能にする情報を付加する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部に表示する画面を遷移して、複数の機能の設定項目を設定する制御装置であって
、
　機能の設定項目に対応する画面への遷移を指示するショートカットアイコンを登録する
登録部と、
　前記画面に、前記設定項目を設定可能に表示する設定領域と、前記ショートカットアイ
コンを選択可能に表示するアイコン表示領域と、を表示し、前記アイコン表示領域に、登
録済みのショートカットアイコンに加えて未登録のショートカットアイコンを表示する表
示制御部と、を備え、
　前記表示制御部は、前記未登録のショートカットアイコンが選択されたら、前記画面に
、前記未登録のショートカットアイコンに登録可能な設定項目の一覧を表示し、
　前記登録部は、前記一覧の中から設定項目が選択されたら、選択された前記未登録のシ
ョートカットアイコンと、選択された前記設定項目と、を対応付けて登録し、
　前記表示制御部は、選択された前記未登録のショートカットアイコンに、選択された前
記設定項目を識別可能にする情報を付加する、
　ことを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記未登録のショートカットアイコンが選択された時に表示されて
いる前記画面の種類に応じて、前記一覧に表示する設定項目を変更する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記画面の種類に基づいて、前記未登録のショートカットアイコン
に登録可能な設定項目の中から一部の設定項目を抽出し、前記一覧に、抽出した前記一部
の設定項目を表示する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記一覧に、前記未登録のショートカットアイコンが選択された時
に表示されている前記画面に応じた設定項目と、前記画面によらずに登録可能な設定項目
と、を表示する、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記登録部は、選択された前記未登録のショートカットアイコンと、前記未登録のショ
ートカットアイコンが選択された時に表示されている前記画面の種類と、選択された前記
設定項目と、を対応付けて登録し、
　前記表示制御部は、機能に対応する前記画面毎に、前記アイコン表示領域に表示するシ
ョートカットアイコンを変更する、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、所定の機能の設定項目に対応付けて登録されたショートカットアイ
コンは、前記所定の機能に対応する画面が表示されている時は、前記登録済みのショート
カットアイコンとして表示し、前記所定の機能以外の機能に対応する画面が表示されてい
る時は、前記未登録のショートカットアイコンとして表示する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記一覧に、選択された前記未登録のショートカットアイコンの近
傍に表示されている前記登録済みのショートカットアイコンに対応付けて登録されている
設定項目に関連する設定項目を表示する、
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一に記載の制御装置。
【請求項８】
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　表示部に表示する画面を遷移して、複数の機能の設定項目を設定する装置における、機
能の設定項目に対応する画面への遷移を指示するショートカットアイコンを登録するショ
ートカットアイコン登録方法であって、
　前記画面に、前記設定項目を設定可能に表示する設定領域と、前記ショートカットアイ
コンを選択可能に表示するアイコン表示領域と、を表示し、前記アイコン表示領域に、登
録済みのショートカットアイコンに加えて未登録のショートカットアイコンを表示する第
１処理と、
　前記未登録のショートカットアイコンが選択されたら、前記画面に、前記未登録のショ
ートカットアイコンに登録可能な設定項目の一覧を表示する第２処理と、
　前記一覧の中から設定項目が選択されたら、選択された前記未登録のショートカットア
イコンと、選択された前記設定項目と、を対応付けて登録する第３処理と、
　選択された前記未登録のショートカットアイコンに、選択された前記設定項目を識別可
能にする情報を付加する第４処理と、を実行する、
　ことを特徴とするショートカットアイコン登録方法。
【請求項９】
　前記第２処理では、前記未登録のショートカットアイコンが選択された時に表示されて
いる前記画面の種類に応じて、前記一覧に表示する設定項目を変更する、
　ことを特徴とする請求項８に記載のショートカットアイコン登録方法。
【請求項１０】
　前記第２処理では、前記画面の種類に基づいて、前記未登録のショートカットアイコン
に登録可能な設定項目の中から一部の設定項目を抽出し、前記一覧に、抽出した前記一部
の設定項目を表示する、
　ことを特徴とする請求項９に記載のショートカットアイコン登録方法。
【請求項１１】
　前記第２処理では、前記一覧に、前記未登録のショートカットアイコンが選択された時
に表示されている前記画面に応じた設定項目と、前記画面によらずに登録可能な設定項目
と、を表示する、
　ことを特徴とする請求項９又は１０に記載のショートカットアイコン登録方法。
【請求項１２】
　前記第３処理では、選択された前記未登録のショートカットアイコンと、前記未登録の
ショートカットアイコンが選択された時に表示されている前記画面の種類と、選択された
前記設定項目と、を対応付けて登録し、
　その後の前記第１処理では、機能に対応する前記画面毎に、前記アイコン表示領域に表
示するショートカットアイコンを変更する、
　ことを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか一に記載のショートカットアイコン登録
方法。
【請求項１３】
　前記第１処理では、所定の機能の設定項目に対応付けて登録されたショートカットアイ
コンは、前記所定の機能に対応する画面が表示されている時は、前記登録済みのショート
カットアイコンとして表示し、前記所定の機能以外の機能に対応する画面が表示されてい
る時は、前記未登録のショートカットアイコンとして表示する、
　ことを特徴とする請求項１２に記載のショートカットアイコン登録方法。
【請求項１４】
　前記第２処理では、前記一覧に、選択された前記未登録のショートカットアイコンの近
傍に表示されている前記登録済みのショートカットアイコンに対応付けて登録されている
設定項目に関連する設定項目を表示する、
　ことを特徴とする請求項８乃至１３のいずれか一に記載のショートカットアイコン登録
方法。
【請求項１５】
　表示部に表示する画面を遷移して、複数の機能の設定項目を設定する装置で動作する、
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機能の設定項目に対応する画面への遷移を指示するショートカットアイコンの登録を制御
するショートカットアイコン登録制御プログラムであって、
　前記装置に、
　前記画面に、前記設定項目を設定可能に表示する設定領域と、前記ショートカットアイ
コンを選択可能に表示するアイコン表示領域と、を表示し、前記アイコン表示領域に、登
録済みのショートカットアイコンに加えて未登録のショートカットアイコンを表示する第
１処理、
　前記未登録のショートカットアイコンが選択されたら、前記画面に、前記未登録のショ
ートカットアイコンに登録可能な設定項目の一覧を表示する第２処理、
　前記一覧の中から設定項目が選択されたら、選択された前記未登録のショートカットア
イコンと、選択された前記設定項目と、を対応付けて登録する第３処理、
　選択された前記未登録のショートカットアイコンに、選択された前記設定項目を識別可
能にする情報を付加する第４処理、を実行させる、
　ことを特徴とするショートカットアイコン登録制御プログラム。
【請求項１６】
　前記第２処理では、前記未登録のショートカットアイコンが選択された時に表示されて
いる前記画面の種類に応じて、前記一覧に表示する設定項目を変更する、
　ことを特徴とする請求項１５に記載のショートカットアイコン登録制御プログラム。
【請求項１７】
　前記第２処理では、前記画面の種類に基づいて、前記未登録のショートカットアイコン
に登録可能な設定項目の中から一部の設定項目を抽出し、前記一覧に、抽出した前記一部
の設定項目を表示する、
　ことを特徴とする請求項１６に記載のショートカットアイコン登録制御プログラム。
【請求項１８】
　前記第２処理では、前記一覧に、前記未登録のショートカットアイコンが選択された時
に表示されている前記画面に応じた設定項目と、前記画面によらずに登録可能な設定項目
と、を表示する、
　ことを特徴とする請求項１６又は１７に記載のショートカットアイコン登録制御プログ
ラム。
【請求項１９】
　前記第３処理では、選択された前記未登録のショートカットアイコンと、前記未登録の
ショートカットアイコンが選択された時に表示されている前記画面の種類と、選択された
前記設定項目と、を対応付けて登録し、
　その後の前記第１処理では、機能に対応する前記画面毎に、前記アイコン表示領域に表
示するショートカットアイコンを変更する、
　ことを特徴とする請求項１５乃至１８のいずれか一に記載のショートカットアイコン登
録制御プログラム。
【請求項２０】
　前記第１処理では、所定の機能の設定項目に対応付けて登録されたショートカットアイ
コンは、前記所定の機能に対応する画面が表示されている時は、前記登録済みのショート
カットアイコンとして表示し、前記所定の機能以外の機能に対応する画面が表示されてい
る時は、前記未登録のショートカットアイコンとして表示する、
　ことを特徴とする請求項１９に記載のショートカットアイコン登録制御プログラム。
【請求項２１】
　前記第２処理では、前記一覧に、選択された前記未登録のショートカットアイコンの近
傍に表示されている前記登録済みのショートカットアイコンに対応付けて登録されている
設定項目に関連する設定項目を表示する、
　ことを特徴とする請求項１５乃至２０のいずれか一に記載のショートカットアイコン登
録制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御装置、ショートカットアイコン登録方法及びショートカットアイコン登
録制御プログラムに関し、特に、画面を遷移して複数の機能の設定項目を設定する制御装
置、機能の設定項目に対応する画面への遷移を指示するショートカットアイコンを登録す
るショートカットアイコン登録方法及びショートカットアイコンの登録を制御するショー
トカットアイコン登録制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の機能を備える装置では、各機能の各設定項目に対応する画面を表示し、画面を遷
移して設定項目を設定し、その設定に従って複数の機能を実行させる。その際、複数の機
能の設定操作を容易にするために、各機能の各設定項目に対応する画面への遷移を指示す
るショートカットアイコンが利用されている。
【０００３】
　このショートカットアイコンを登録する方法として、ショートカットアイコンを登録す
るための設定画面を利用する方法がある。例えば、下記特許文献１には、表示手段と、各
種機能を実現する複数のプログラムを記憶する記憶手段と、各プログラムの起動を指示す
る複数の指示アイコンを設定する設定手段と、前記設定手段に設定された複数の指示アイ
コンの表示を指示する表示指示手段と、前記表示指示手段による表示指示に応じて、前記
設定手段に設定された複数の指示アイコンを前記表示手段に表示させるとともに、表示さ
せた複数の指示アイコンを所定時間が経過すると非表示にする表示制御手段と、を備える
電子機器が開示されており、ショートカット設定が選択されたら設定画面を表示し、当該
設定画面でショートカットの設定を行うことが記載されている。
【０００４】
　この方法の場合、ショートカットアイコンを登録する度に設定画面に遷移しなければな
らないため、ショートカットアイコンの登録に手間がかかるという問題がある。この問題
を解決するために、はが提案されている。例えば、下記特許文献２には、ショートカット
登録領域のアイコンを操作することにより当該アイコンに対応して記憶された装置動作状
態を再現するショートカット機能におけるアイコン登録方法であって、装置動作状態が記
憶されていない空アイコンの操作により、該操作時点における装置動作状態が該アイコン
に対応して記憶され、装置動作状態が記憶されている実アイコンの操作により、該アイコ
ンに対応して記憶された装置動作状態を再現するショートカットアイコン登録方法が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１３２７４０号公報
【特許文献２】特開２０１２－１２３４７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、空アイコンを押下した時の画面をショートカット登録する方法を利用し
たとしても、ショートカットアイコンを登録するためには、その都度、ショートカット登
録したい画面まで遷移しなければならず、やはり、ショートカットアイコンの登録に手間
がかかるという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、画面を遷移
することなく、簡便にショートカットアイコンを登録することができる制御装置、ショー
トカットアイコン登録方法及びショートカットアイコン登録制御プログラムを提供するこ
とにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一側面は、表示部に表示する画面を遷移して、複数の機能の設定項目を設定す
る制御装置であって、機能の設定項目に対応する画面への遷移を指示するショートカット
アイコンを登録する登録部と、前記画面に、前記設定項目を設定可能に表示する設定領域
と、前記ショートカットアイコンを選択可能に表示するアイコン表示領域と、を表示し、
前記アイコン表示領域に、登録済みのショートカットアイコンに加えて未登録のショート
カットアイコンを表示する表示制御部と、を備え、前記表示制御部は、前記未登録のショ
ートカットアイコンが選択されたら、前記画面に、前記未登録のショートカットアイコン
に登録可能な設定項目の一覧を表示し、前記登録部は、前記一覧の中から設定項目が選択
されたら、選択された前記未登録のショートカットアイコンと、選択された前記設定項目
と、を対応付けて登録し、前記表示制御部は、選択された前記未登録のショートカットア
イコンに、選択された前記設定項目を識別可能にする情報を付加することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の一側面は、表示部に表示する画面を遷移して、複数の機能の設定項目を設定す
る装置における、機能の設定項目に対応する画面への遷移を指示するショートカットアイ
コンを登録するショートカットアイコン登録方法であって、前記画面に、前記設定項目を
設定可能に表示する設定領域と、前記ショートカットアイコンを選択可能に表示するアイ
コン表示領域と、を表示し、前記アイコン表示領域に、登録済みのショートカットアイコ
ンに加えて未登録のショートカットアイコンを表示する第１処理と、前記未登録のショー
トカットアイコンが選択されたら、前記画面に、前記未登録のショートカットアイコンに
登録可能な設定項目の一覧を表示する第２処理と、前記一覧の中から設定項目が選択され
たら、選択された前記未登録のショートカットアイコンと、選択された前記設定項目と、
を対応付けて登録する第３処理と、選択された前記未登録のショートカットアイコンに、
選択された前記設定項目を識別可能にする情報を付加する第４処理と、を実行することを
特徴とする。
【００１０】
　本発明の一側面は、表示部に表示する画面を遷移して、複数の機能の設定項目を設定す
る装置で動作する、機能の設定項目に対応する画面への遷移を指示するショートカットア
イコンの登録を制御するショートカットアイコン登録制御プログラムであって、前記装置
に、前記画面に、前記設定項目を設定可能に表示する設定領域と、前記ショートカットア
イコンを選択可能に表示するアイコン表示領域と、を表示し、前記アイコン表示領域に、
登録済みのショートカットアイコンに加えて未登録のショートカットアイコンを表示する
第１処理、前記未登録のショートカットアイコンが選択されたら、前記画面に、前記未登
録のショートカットアイコンに登録可能な設定項目の一覧を表示する第２処理、前記一覧
の中から設定項目が選択されたら、選択された前記未登録のショートカットアイコンと、
選択された前記設定項目と、を対応付けて登録する第３処理、選択された前記未登録のシ
ョートカットアイコンに、選択された前記設定項目を識別可能にする情報を付加する第４
処理、を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の制御装置、ショートカットアイコン登録方法及びショートカットアイコン登録
制御プログラムによれば、画面を遷移することなく、簡便にショートカットアイコンを登
録することができる。
【００１２】
　その理由は、制御装置に、各々の機能の各々の設定項目に対応する画面への遷移を指示
するショートカットアイコンを登録する登録部と、画面に、設定項目を設定可能に表示す
る設定領域と、ショートカットアイコンを表示するアイコン表示領域と、を表示し、アイ
コン表示領域に、登録済みのショートカットアイコンに加えて未登録のショートカットア
イコンを表示する表示制御部と、を設け、表示制御部は、未登録のショートカットアイコ
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ンが選択されたら、画面に、未登録のショートカットアイコンに登録可能な設定項目の一
覧を表示し、登録部は、一覧の中から設定項目が選択されたら、選択された未登録のショ
ートカットアイコンと選択された設定項目とを対応付けて登録し、表示制御部は、選択さ
れた未登録のショートカットアイコンに、選択された設定項目を識別可能にする情報を付
加するからである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施例に係る印刷システムの構成を模式的に示す図である。
【図２】本発明の第１の実施例に係る印刷システムの他の構成を模式的に示す図である。
【図３】本発明の第１の実施例に係るクライアント装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置の動作を示すフローチャート図である
。
【図６】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置に表示される画面の一例である。
【図７】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置に表示される画面（設定項目選択時）
の一例である。
【図８】本発明の第１の実施例に係る画像形成装置に表示されるコピー画面（アイコン登
録時）の一例である。
【図９】本発明の第２の実施例に係る画像形成装置の動作を示すフローチャート図である
。
【図１０】本発明の第２の実施例に係る画像形成装置に表示されるコピー画面（空アイコ
ン選択時）の一例である。
【図１１】本発明の第２の実施例に係る画像形成装置に表示されるコピー画面（設定項目
の一覧表示時）の一例である。
【図１２】本発明の第２の実施例に係る画像形成装置に表示されるコピー画面（設定項目
選択時）の一例である。
【図１３】本発明の第２の実施例に係る画像形成装置に表示されるコピー画面（アイコン
登録時）の一例である。
【図１４】本発明の第３の実施例に係る画像形成装置の動作を示すフローチャート図であ
る。
【図１５】本発明の第３の実施例に係る画像形成装置の動作を示すフローチャート図であ
る。
【図１６】本発明の第３の実施例に係るアイコン配置図の一例である。
【図１７】本発明の第３の実施例に係るアイコンと画面の種類と設定項目とを対応付ける
テーブル（コピー画面でのアイコン登録後）の一例である。
【図１８】本発明の第３の実施例に係る画像形成装置に表示されるスキャン画面の一例で
ある。
【図１９】本発明の第３の実施例に係る画像形成装置に表示されるスキャン画面（空アイ
コン選択時）の一例である。
【図２０】本発明の第３の実施例に係る画像形成装置に表示されるスキャン画面（設定項
目選択時）の一例である。
【図２１】本発明の第３の実施例に係る画像形成装置に表示されるスキャン画面（アイコ
ン登録時）の一例である。
【図２２】本発明の第３の実施例に係るアイコンと画面に種類と設定項目とを対応付ける
テーブル（スキャン画面でのアイコン登録後）の一例である。
【図２３】本発明の第４の実施例に係る画像形成装置に表示されるスキャン画面（空アイ
コン選択時）の一例である。
【図２４】本発明の第４の実施例に係る画像形成装置に表示されるスキャン画面（設定項
目の一覧表示時）の一例である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　背景技術で示したように、ショートカットアイコンを登録する方法として、ショートカ
ットアイコンを登録するための設定画面を利用する方法があるが、この方法の場合、ショ
ートカットアイコンを登録する度に設定画面に遷移しなければならないため、ショートカ
ットアイコンの登録に手間がかかる。また、別の方法として、空のショートカットアイコ
ンを押下した時の画面をショートカット登録する方法もあるが、この方法でも、ショート
カットアイコンを登録するためには、その都度、ショートカット登録したい画面まで遷移
しなければならず、やはり、ショートカットアイコンの登録に手間がかかる。
【００１５】
　特に、印刷装置には、コピー／スキャン／ＦＡＸなどの多数の機能があり、各々の機能
を動作させるためには、多数の機能の多数の設定項目を設定する必要があるため、画面遷
移が複雑になり、ショートカット登録したい画面までたどり着くのに時間がかかる。
【００１６】
　そこで、本発明の一実施の形態では、直観的かつ簡易な操作でショートカットアイコン
の登録が行えるようにする。具体的には、表示部に表示する画面を遷移して、複数の機能
の設定項目を設定する制御装置に、各々の機能の各々の設定項目に対応する画面への遷移
を指示するショートカットアイコンを登録する登録部と、画面に、設定項目を設定可能に
表示する設定領域と、ショートカットアイコンを表示するアイコン表示領域と、を表示し
、アイコン表示領域に、登録済みのショートカットアイコンに加えて未登録のショートカ
ットアイコンを表示する表示制御部と、を設け、表示制御部は、未登録のショートカット
アイコンが選択されたら、画面に、未登録のショートカットアイコンに登録可能な設定項
目の一覧を表示し、登録部は、一覧の中から設定項目が選択されたら、選択された未登録
のショートカットアイコンと選択された設定項目とを対応付けて登録し、表示制御部は、
選択された未登録のショートカットアイコンに、選択された設定項目を識別可能にする情
報を付加する。
【００１７】
　このように、アイコン表示領域に、登録済みのショートカットアイコンに加えて、未登
録のショートカットアイコンを選択可能に表示し、未登録のショートカットアイコンが選
択されたら、登録可能な設定項目の一覧を表示することにより、ショートカットアイコン
を登録するための設定画面やショートカット登録したい画面に遷移する必要がなくなるた
め、手間をかけずにショートカットアイコンの登録を行うことができる。
【００１８】
　以下、ショートカットアイコンの登録を行う分野として、複数の基本機能があり、各々
の基本機能に複数の詳細機能があり、機能に関する設定を行うために、多数の画面を遷移
する必要がある印刷分野を前提として説明する。また、以下では、登録済みのショートカ
ットアイコンを単にアイコンと呼び、未登録のショートカットアイコンを空アイコンと呼
ぶ。
【実施例１】
【００１９】
　まず、本発明の第１の実施例に係る制御装置、ショートカットアイコン登録方法及びシ
ョートカットアイコン登録制御プログラムについて、図１乃至図８を参照して説明する。
図１及び図２は、本実施例の印刷システムの構成を模式的に示す図であり、図３は、クラ
イアント装置の構成を示すブロック図、図４は、画像形成装置の構成を示すブロック図で
ある。また、図５は、本実施例の画像形成装置の動作を示すフローチャート図であり、図
６乃至図８は、本実施例の画像形成装置に表示される画面の一例である。
【００２０】
　図１に示すように、本実施例の印刷システムは、イントラネット上に、通信ネットワー
ク４０で接続可能なクライアント装置１０と画像形成装置２０とがそれぞれ配置される。
なお、図１では、印刷システムをクライアント装置１０と画像形成装置２０とで構成して
いるが、図２に示すように、画像形成装置２０を制御するコントローラ５０を備える構成
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としてもよい。上記通信ネットワーク４０の規格としてEthernet（登録商標）などを用い
ることができるが、コントローラ５０から画像形成装置２０へのデータ転送はEthernet（
登録商標）以外にもIEEE1394、Parallelなどを用いることも可能である。以下、図１の構
成を前提にして、各装置について詳細に説明する。
【００２１】
　［クライアント装置］
　クライアント装置１０は、パーソナルコンピュータなどのコンピュータ装置であり、図
３（ａ）に示すように、制御部１１と記憶部１５とネットワークＩ／Ｆ部１６と表示部１
７と操作部１８などで構成される。
【００２２】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１２と、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）１３やＲＡＭ（Random Access Memory）１４などのメモリとで構成され、これらはバ
スを介して接続されている。ＣＰＵ１２は、ＲＯＭ１３や記憶部１５からプログラムを読
み出し、ＲＡＭ１４に展開して実行することにより、クライアント装置１０の全体制御を
行う。
【００２３】
　また、図３（ｂ）に示すように、上記制御部１１（ＣＰＵ１２）により、ＯＳ（Operat
ing System）１１ａ、アプリケーション１１ｂ、プリンタドライバ１１ｃなどが実行され
る。
【００２４】
　ＯＳ１１ａは、Windows（登録商標）やmacOS（登録商標）、Android（登録商標）など
であり、クライアント装置１０でアプリケーション１１ｂやプリンタドライバ１１ｃを動
作可能にする。
【００２５】
　アプリケーション１１ｂは、文書作成や表計算、画像加工などを行うソフトウェアであ
り、印刷指示の際にプリンタドライバ１１ｃを読み出し、アプリケーション１１ｂで作成
した原稿データをプリンタドライバ１１ｃに転送する。
【００２６】
　プリンタドライバ１１ｃは、アプリケーション１１ｂで作成した原稿データを、画像形
成装置２０が解釈可能な言語の印刷ジョブ（ＰＪＬ（Printer Job Language）やＰＳ（Po
stScript）、ＰＣＬ（Printer Control Language）等のページ記述言語で記述されたＰＤ
Ｌ（Page Description Language）データ、または、ＰＤＦ（Portable Document Format
）データ）に変換する。このプリンタドライバ１１ｃは、画像形成装置２０の機能を利用
して印刷処理を実行させるための印刷設定画面を表示部１７に表示させるが、プリンタド
ライバ１１ｃに、後述する画像形成装置２０の制御部（登録部及び表示制御部）の機能を
持たせて、本発明のショートカットアイコン登録制御を実現してもよい。
【００２７】
　記憶部１５は、ＨＤＤやＳＳＤ（Solid State Drive）などで構成され、ＣＰＵ１２が
各部を制御するためのプログラム、プログラムの実行に必要なデータ、原稿データ、印刷
ジョブなどを格納する。
【００２８】
　ネットワークＩ／Ｆ部１６は、ＮＩＣ（Network Interface Card）やモデムなどで構成
され、クライアント装置１０を通信ネットワーク４０に接続し、画像形成装置２０に印刷
ジョブを送信可能にする。
【００２９】
　表示部１７は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（Electro Luminescence
）ディスプレイなどで構成され、アプリケーション１１ｂの原稿作成画面、プリンタドラ
イバ１１ｃの印刷設定画面などを表示する。操作部１８は、キーボードやマウス、表示部
１７と一体となったタッチセンサなどで構成され、原稿の作成、印刷条件の設定などの操
作を可能にする。
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【００３０】
　［画像形成装置］
　画像形成装置２０は、ＭＦＰ（Multi-Functional Peripherals）などの印刷装置であり
、図４（ａ）に示すように、制御部２１と記憶部２５とネットワークＩ／Ｆ部２６とＦＡ
Ｘ送受信部２７と表示操作部２８と画像処理部２９と画像読取部３０と画像形成部３１と
後処理部３２などで構成される。
【００３１】
　制御部２１は、ＣＰＵ２２とＲＯＭ２３やＲＡＭ２４などのメモリとで構成され、これ
らはバスを介して接続されている。ＣＰＵ２２は、ＲＯＭ２３や記憶部２５からプログラ
ムを読み出し、ＲＡＭ２４に展開して実行することにより、画像形成装置２０の全体制御
を行う。
【００３２】
　上記制御部２１は、画面を遷移して、複数の機能の設定項目を設定する制御装置として
機能する。具体的には、制御部２１は、図４（ｂ）に示すように、登録部２１ａ、表示制
御部２１ｂなどとして機能する。
【００３３】
　登録部２１ａは、画像形成装置２０の各々の機能の各々の設定項目に対応する画面への
遷移を指示するショートカットアイコンを登録する。具体的には、表示操作部２８から出
力される信号に基づいて、後述する設定項目の一覧の中から設定項目が選択されたかを判
断し、一覧の中から設定項目が選択されたら、後述するアイコン表示領域に表示されたア
イコンの中から選択された未登録のショートカットアイコン（空アイコン）と、当該空ア
イコンに対して登録可能な設定項目の一覧の中から選択された設定項目と、を対応付け、
対応付け情報（後述する対応付けテーブル）を記憶部２５などに保存して登録する。
【００３４】
　表示制御部２１ｂは、表示操作部２８に、機能の設定項目を設定可能に表示する設定領
域と、ショートカットアイコンを選択可能に表示するアイコン表示領域と、を含む画面（
メニュー画面やコピー画面、スキャン画面など）を表示し、アイコン表示領域に、登録済
みのショートカットアイコンに加えて、未登録のショートカットアイコン（空アイコン）
を表示する。また、表示制御部２１ｂは、上記画面において、表示操作部２８から出力さ
れる信号に基づいて、アイコン表示領域の空アイコンが選択されたかを判断し、空アイコ
ンが選択されたら、上記画面に、当該空アイコンに登録可能な設定項目の一覧を表示する
。そして、選択された空アイコンに、一覧の中から選択された設定項目を識別可能にする
情報（文字列や画像）を付加する。
【００３５】
　なお、上記登録部２１ａ、表示制御部２１ｂはハードウェアとして構成してもよいし、
制御部２１を登録部２１ａ、表示制御部２１ｂとして機能させるショートカットアイコン
登録制御プログラムとして構成し、当該ショートカットアイコン登録制御プログラムをＣ
ＰＵ２２に実行させるようにしてもよい。
【００３６】
　記憶部２５は、ＨＤＤやＳＳＤなどで構成され、ＣＰＵ２２が各部を制御するためのプ
ログラム、プログラムの実行に必要なデータ、クライアント装置１０から取得した印刷ジ
ョブ、アイコンと画面の種類と設定項目とを対応付ける対応付けテーブルなどを記憶する
。
【００３７】
　ネットワークＩ／Ｆ部２６は、ＮＩＣやモデムなどで構成され、画像形成装置２０を通
信ネットワーク４０に接続し、クライアント装置１０から印刷ジョブを受信可能にする。
【００３８】
　ＦＡＸ送受信部２７は、ＩＴＵ－Ｔ（International Telecommunication Union-Teleco
mmunication）勧告Ｔ．３０で規定される、PhaseＡ～Ｅの５つのフェーズのＦＡＸ通信制
御シーケンスに従い、公衆回線網（ＰＳＮＴ：Public Switched Telephone Networks）を
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介して、相手方のＦＡＸ通信装置とのＦＡＸ通信を行う。
【００３９】
　表示操作部２８は、ＬＣＤや有機ＥＬディスプレイなどの表示部上に透明電極が格子状
に配置された感圧式や静電容量式の操作部（タッチセンサ）を設けたタッチパネルなどで
あり、画像形成装置２０の機能に関する各種画面を表示し、画像形成装置２０の機能に関
する各種操作を可能にする。なお、ここでは、表示部と操作部とが一体となった構成とし
ているが、表示部と操作部とは別々の装置としてもよい。
【００４０】
　画像処理部２９は、ＲＩＰ（Raster Image Processor）を備え、印刷ジョブを解析して
中間データを生成し、レンダリングを行ってラスターデータを生成する（この一連の処理
をラスタライズ処理と呼ぶ。）。
【００４１】
　画像読取部（スキャナ）３０は、原稿台上に載置された原稿から画像データを光学的に
読み取る部分であり、原稿を走査する光源と、原稿で反射された光を電気信号に変換する
ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）等のイメージセンサと、電気信号をＡ／Ｄ変換するＡ
／Ｄ変換器等により構成される。
【００４２】
　画像形成部３１は、電子写真方式や静電記録方式等の作像プロセスを利用した画像形成
のために必要な要素、すなわち、帯電装置、感光体ドラム、露光装置、転写ローラ、転写
ベルト、定着装置などで構成される。具体的には、帯電装置により帯電された感光体ドラ
ムに露光装置から画像データに応じた光を照射して静電潜像を形成し、現像装置で帯電し
たトナーを付着させて現像し、そのトナー像を一次転写ローラ、二次転写ベルトを介して
紙媒体に転写して定着装置で定着させる処理を行う。
【００４３】
　後処理部３２は、画像形成部３１から搬送される用紙に対して、制御部２１からの指示
に従って、パンチ、ステープル、折り、断裁、製本、糊による貼り付けなどのユーザが希
望するフィニッシング処理を加えて出力する。
【００４４】
　なお、図１乃至図４は、本実施例の印刷システムの一例であり、各装置の構成や制御は
適宜変更可能である。例えば、図４では、画像形成装置２０にＦＡＸ送受信部２７や後処
理部３２を設けたが、これらは省略してもよい。また、上記では、画像形成装置２０に備
える機能に対して画像形成装置２０の画面でショートカットアイコンを登録する構成とし
たが、画像形成装置２０に備える機能に対してクライアント装置１０で動作するプリンタ
ドライバ１１ｃの印刷設定画面やコントローラ５０の設定画面でショートカットアイコン
を登録することもでき、その場合は、クライアント装置１０の制御部１１やコントローラ
５０の制御部を、登録部及び表示制御部として機能させる（クライアント装置１０のＣＰ
Ｕ１２やコントローラ５０の制御部を構成するＣＰＵにショートカットアイコン登録制御
プログラムを実行させる）ようにすればよい。
【００４５】
　以下、本実施例の画像形成装置２０の基本動作について、画面例を参照しながら説明す
る。ＣＰＵ２２は、ＲＯＭ２３又は記憶部２５に記憶したショートカットアイコン登録制
御プログラムをＲＡＭ２４に展開して実行することにより、図５のフローチャート図に示
す各ステップの処理を実行する。
【００４６】
　図５に示すように、制御部２１（表示制御部２１ｂ）は、表示操作部２８から出力され
る信号に基づいて、アイコン表示領域の空アイコンが選択されたかを判断し（Ｓ１０１）
、空アイコンが選択されたら（Ｓ１０１のＹｅｓ）、選択された空アイコンに対してショ
ートカット登録可能な設定項目の一覧を表示する（Ｓ１０２）。
【００４７】
　図６は、画像形成装置２０の表示操作部２８に表示される画面６０（例えばメニュー画
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面）の一例であり、この画面６０には、機能の設定項目を設定可能に表示する設定領域６
１と共に、アイコンを表示するアイコン表示領域６２が表示され、アイコン表示領域６２
には、登録済みアイコン６３（ここでは、文字や画像が付加された５行２列の１０個のア
イコン）に加えて空アイコン６４（ここでは、文字や画像が付加されていない２行２列の
４個のアイコン）とが表示される。この状態において、いずれかの空アイコン６４が選択
（タッチパネルの場合はタッチ）されると、画面６０上（ここでは設定領域６１内）に空
アイコン６４に対して登録可能な設定項目を一覧表示する一覧画面６５が表示される。な
お、設定領域６１やアイコン表示領域６２は図の構成に限定されない。また、アイコン表
示領域６２に表示されるアイコンの数や形状も図の構成に限定されず、少なくとも１つの
空アイコン６４が表示可能であればよい。
【００４８】
　次に、制御部２１（登録部２１ａ）は、表示操作部２８から出力される信号に基づいて
、一覧の中から設定項目が選択されたかを判断し（Ｓ１０３）、設定項目が選択されたら
（Ｓ１０３のＹｅｓ）、空アイコンにショートカット登録を行う（Ｓ１０４）。例えば、
図７に示すように、一覧画面６５の中から所望の設定項目（ここでは「コピー」）が選択
されると、選択された空アイコン６４と一覧画面６５の中から選択された設定項目とが対
応付けて登録される。
【００４９】
　そして、制御部２１（表示制御部２１ｂ）は、空アイコンの表示を、登録された設定項
目に変更する（Ｓ１０５）。例えば、図８に示すように、選択した空アイコン６４に、一
覧画面６５の中から選択された設定項目を識別可能にする情報（ここでは「コピー」の文
字列）が付加される。
【００５０】
　このように、アイコン表示領域６２に、登録済みアイコン６３に加えて空アイコン６４
を選択可能に表示し、空アイコン６４が選択されたら、当該空アイコン６４に登録可能な
設定項目の一覧を表示することにより、ショートカットアイコンを登録するための設定画
面やショートカット登録したい画面に遷移する必要がなくなるため、手間をかけずにショ
ートカット登録を行うことができる。
【実施例２】
【００５１】
　次に、本発明の第２の実施例に係る制御装置、ショートカットアイコン登録方法及びシ
ョートカットアイコン登録制御プログラムについて、図９乃至図１３を参照して説明する
。図９は、本実施例の画像形成装置の動作を示すフローチャート図であり、図１０乃至図
１３は、本実施例の画像形成装置に表示される画面の一例である。
【００５２】
　前記した第１の実施例では、本発明のショートカットアイコン登録方法の基本動作につ
いて説明したが、特定の機能の画面が表示されている時に空アイコンが選択された場合、
空アイコンに対して上記特定の機能に関する設定項目が選択される蓋然性が高いことから
、本実施例では、空アイコンが選択された時に表示される画面の種類に応じて、一覧画面
に表示する機能の設定項目を動的に変更する。
【００５３】
　その場合、印刷システムの構成は第１の実施例と同様であるが、画像形成装置２０の制
御部２１（表示制御部２１ｂ）は、空アイコンが選択された時に表示されている画面の種
類に応じて、一覧に表示する設定項目を動的に変更する。例えば、画面の種類に基づいて
、空アイコンに登録可能な設定項目の中から一部の設定項目を抽出し、抽出した設定項目
を一覧画面に表示する。また、空アイコンに登録可能な設定項目の一覧に、空アイコンが
選択された時に表示されている画面に応じた設定項目と、画面によらずに登録可能な設定
項目と、を表示する。
【００５４】
　以下、本実施例の画像形成装置２０の動作について、画面例を参照しながら説明する。
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ＣＰＵ２２は、ＲＯＭ２３又は記憶部２５に記憶したショートカットアイコン登録制御プ
ログラムをＲＡＭ２４に展開して実行することにより、図９のフローチャート図に示す各
ステップの処理を実行する。なお、図５のフローチャート図に示す全体動作は第１の実施
例と同様であるため、説明を省略し、図５のＳ１０２の設定項目の一覧表示処理の詳細に
ついて説明する。
【００５５】
　［設定項目の一覧表示処理］
　図９に示すように、制御部２１（表示制御部２１ｂ）は、空アイコンが選択された時に
表示していた画面を特定する（Ｓ２０１）。次に、制御部２１（表示制御部２１ｂ）は、
特定した画面に対応付けられている（特定した画面で設定する機能に関する）設定項目（
機能別設定項目と呼ぶ。）を取得し（Ｓ２０２）、続いて、空アイコンが選択された時に
表示していた画面に関わらずに表示する設定項目（共通設定項目と呼ぶ。）を取得する（
Ｓ２０３）。そして、制御部２１（表示制御部２１ｂ）は、機能別設定項目と共通設定項
目とを選択肢として、ショートカット登録ができる設定項目の一覧を表示する（Ｓ２０４
）。
【００５６】
　図１０は、コピー画面６６の一例であり、このコピー画面６６には、第１の実施例と同
様に、コピー機能の設定項目を設定可能に表示する設定領域６１と共に、アイコンを表示
するアイコン表示領域６２が表示され、アイコン表示領域６２には、登録済みアイコン６
３（ここでは、１１個のアイコン）と空アイコン６４（ここでは３個のアイコン）とが表
示される。この状態において、いずれかの空アイコン６４が選択されると、図１１に示す
ように、コピー画面６６上（ここでは設定領域６１内）に空アイコン６４に対して登録可
能な設定項目の一覧を示す一覧画面６５が表示される。
【００５７】
　ここで、一覧画面６５には、空アイコン６４に対して登録可能な設定項目として、空ア
イコン６４を選択した時に表示されているコピー画面６６に対応付けけられている機能別
設定項目６５ａ（ここでは、「確認コピー」と「排紙トレイ設定」）と、空アイコン６４
を選択した時に表示されている画面に関わらずに表示する共通設定項目６５ｂ（ここでは
、「ＣＯＰＹ」と「ＳＣＡＮ」と「ＢＯＸ」）と、が表示される。
【００５８】
　そして、図１２に示すように、一覧画面６５の中から所望の設定項目（ここでは「排紙
トレイ設定」）を選択すると、選択された空アイコン６４と一覧画面６５の中から選択さ
れた設定項目とが対応付けられ、図１３に示すように、選択した空アイコン６４に、一覧
画面６５の中から選択された設定項目を識別可能にする情報（ここでは「排紙トレイ設定
」の文字列）が表示される。
【００５９】
　このように、空アイコン６４を選択した時に表示されている画面の種類に応じて、一覧
画面６５に表示する設定項目を動的に変更することにより、ユーザが所望する設定項目を
容易にショートカット登録することができ、ユーザの利便性を向上させることができる。
【実施例３】
【００６０】
　次に、本発明の第３の実施例に係る制御装置、ショートカットアイコン登録方法及びシ
ョートカットアイコン登録制御プログラムについて、図１４乃至図２２を参照して説明す
る。図１４及び図１５は、本実施例の画像形成装置の動作を示すフローチャート図であり
、図１６は、アイコン配置図の一例、図１７及び図２２は、アイコンと画面の種類と設定
項目とを対応付けるテーブルの一例である。また、図１８乃至図２１は、本実施例の画像
形成装置に表示される画面の一例である。
【００６１】
　前記した第２の実施例では、コピー画面６６が表示されている時に、空アイコン６４に
コピー機能に関連する「排紙トレイ設定」を登録したが、この「排紙トレイ設定」は、他
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の機能の画面を表示しているときに使用される可能性は低く、アイコン表示領域６２にア
イコンを無駄に表示することになる。そこで、本実施例では、表示される画面に応じて、
登録済みアイコン６３を動的に変更する。
【００６２】
　その場合、印刷システムの構成は第１の実施例と同様であるが、画像形成装置２０の制
御部２１（登録部２１ａ）は、一覧画面で選択された設定項目をショートカット登録する
際に、空アイコンが選択された時に表示していた画面を特定し、当該画面に関連付けて、
選択された設定項目をショートカット登録する。すなわち、制御部２１（登録部２１ａ）
は、対応付けテーブルに、アイコンと画面の種類と設定項目とを対応付けて登録する。
【００６３】
　また、画像形成装置２０の制御部２１（表示制御部２１ｂ）は、機能に対応する画面毎
に、アイコン表示領域に表示するアイコンを変更する。例えば、所定の機能の設定項目に
対応付けて登録されたアイコンは、所定の機能に対応する画面が表示されている時は、登
録済みのアイコンとして表示し、所定の機能以外の機能に対応する画面が表示されている
時は、未登録のアイコン（空アイコン）として表示する。
【００６４】
　以下、本実施例の画像形成装置２０の動作について、画面例を参照しながら説明する。
ＣＰＵ２２は、ＲＯＭ２３又は記憶部２５に記憶したショートカットアイコン登録制御プ
ログラムをＲＡＭ２４に展開して実行することにより、図１４及び図１５のフローチャー
ト図に示す各ステップの処理を実行する。なお、図５のフローチャート図に示す全体動作
は第１の実施例と同様であるため、説明を省略し、図５のＳ１０４の空アイコンのショー
トカット登録処理の詳細に関して、図１４のフローチャート図を参照して説明する。
【００６５】
　［ショートカット登録処理］
　図１４に示すように、制御部２１（登録部２１ａ）は、選択された設定項目が共通設定
項目であるかを判断する（Ｓ３０１）。選択された設定項目が共通設定項目の場合は（Ｓ
３０１のＹｅｓ）、制御部２１（登録部２１ａ）は、画面共通として、選択された設定項
目をショートカット登録する（Ｓ３０２）。一方、選択された設定項目が共通設定項目で
ない場合は（Ｓ３０１のＮｏ）、制御部２１（登録部２１ａ）は、空アイコンが選択され
た時に表示していた画面を特定し（Ｓ３０３）、特定した画面に対応付けて、選択された
設定項目をショートカット登録する（Ｓ３０４）。
【００６６】
　例えば、第２の実施例のように、コピー画面６６が表示されている時に、一覧画面６５
の中から「排紙トレイ設定」が選択された場合、選択された空アイコン６４と空アイコン
６４を選択した時に表示されている画面の種類（コピー画面６６）と一覧画面６５の中か
ら選択された設定項目とが対応付けられて登録される。
【００６７】
　図１６は、アイコン配置図の一例であり、図１７は、空アイコン６４に「排紙トレイ設
定」が対応付けられた状態における、アイコンと画面の種類と設定項目とを対応付ける対
応付けテーブルの一例である。Ｎｏ．１及びＮｏ．２のアイコンには、各々、空アイコン
６４を選択した時に表示していた画面に関わらずに表示する共通設定項目として、「機械
状態」、「ジョブリスト」が登録され、Ｎｏ．１３のアイコンには、空アイコン６４を選
択した時に表示されていたコピー画面６６に対応付けられている機能別設定項目として「
排紙トレイ設定」が登録される。
【００６８】
　次に、このような対応付けテーブルが登録された後に、画面が遷移した場合のアイコン
表示の切り替え処理について、図１５のフローチャート図を参照して説明する。
【００６９】
　［アイコン表示の切り替え処理］
　図１５に示すように、制御部２１（表示制御部２１ｂ）は、表示操作部２８から出力さ



(15) JP 2019-70937 A 2019.5.9

10

20

30

40

50

れる信号に基づいて、画面が遷移したかを判断する（Ｓ４０１）。画面が遷移した場合は
（Ｓ４０１のＹｅｓ）、制御部２１（表示制御部２１ｂ）は、上記フローで登録された対
応付けテーブルを参照して、画面に対応付けられたアイコンがあるかを判断し（Ｓ４０２
）、画面に対応付けられたアイコンがない場合は（Ｓ４０２のＮｏ）、一連の処理を終了
する。
【００７０】
　一方、画面に対応付けられたアイコンがある場合は（Ｓ４０２のＹｅｓ）、制御部２１
（表示制御部２１ｂ）は、遷移した画面に対応付けられた設定項目にアイコンを変更し（
Ｓ４０３）、遷移前の画面では設定項目に対応付けられていたが、遷移後の画面では設定
項目に対応付けられていないアイコンは空アイコンに変更する（Ｓ４０４）。
【００７１】
　図１８は、コピー画面６６で空アイコン６４に「排紙トレイ設定」を登録した後に遷移
したスキャン画面６７の一例である。このスキャン画面６７にも、スキャン機能の設定項
目を設定可能に表示する設定領域６１と共に、アイコンを表示するアイコン表示領域６２
が表示され、アイコン表示領域６２には、登録済みアイコン６３と空アイコン６４とが表
示される。ここで、図１３のコピー画面６６で、Ｎｏ．１３のアイコンに「排紙トレイ設
定」を登録したが、スキャン機能では「排紙トレイ設定」のアイコンは不要なため、スキ
ャン画面６７を表示する際に、Ｎｏ．１３のアイコンは空アイコン６４として表示される
。すなわち、アイコン表示領域６２の登録済みアイコン６３を、表示されている画面に応
じて動的に変更する。
【００７２】
　その後、図１９に示すように、Ｎｏ．１３の空アイコン６４を選択すると、図２０に示
すように、スキャン画面６７上（ここでは設定領域６１内）に空アイコン６４に対して登
録可能な設定項目の一覧を示す一覧画面６５が表示される。この一覧画面６５には、コピ
ー画面６６の場合と同様に、空アイコン６４に対して登録可能な機能として、空アイコン
６４を選択した時に表示されているスキャン画面６７に対応付けられている機能別設定項
目（ここでは、「ＰＤＦ／ＪＰＥＧ選択」と「宛先設定」）と、空アイコン６４を選択し
た時に表示している画面に関わらずに表示する共通設定項目（ここでは、「ＣＯＰＹ」と
「ＳＣＡＮ」と「ＢＯＸ」）と、が表示される。
【００７３】
　この一覧画面６５の中から所望の設定項目（ここでは「宛先設定」）を選択すると、選
択された空アイコン６４と空アイコン６４の選択時に表示されていた画面（スキャン画面
６７）と一覧画面６５の中から選択された設定項目（「宛先設定」）とが対応付けられ、
図２１に示すように、選択された空アイコン６４に、選択された設定項目を識別可能にす
る情報（ここでは「宛先設定」の文字列）が表示される。そして、図２２に示す対応付け
テーブルにおいて、図１６のアイコン配置図に示すＮｏ．１及びＮｏ．２のアイコンには
、図１７と同様に、各々、空アイコン６４を選択した時に表示していた画面に関わらずに
表示する機能として、「機械状態」、「ジョブリスト」が登録されるが、Ｎｏ．１３のア
イコンには、コピー画面６６に対応付けて「排紙トレイ設定」が登録され、スキャン画面
６７に対応付けて「宛先設定」が登録される。すなわち、アイコン表示領域６２の同じ位
置に表示されるアイコンであっても、画面毎に対応付けられる設定項目が動的に変更され
る。
【００７４】
　このように、機能に対応する画面毎に、アイコン表示領域６２に表示するアイコンを変
更する（登録済みアイコン６３を空アイコン６４として表示したり、登録済みアイコン６
３の表示を変更したりする）ことにより、画面に応じたアイコンを適切に表示することが
でき、ユーザの利便性を向上させることができる。
【実施例４】
【００７５】
　次に、本発明の第４の実施例に係る制御装置、ショートカットアイコン登録方法及びシ



(16) JP 2019-70937 A 2019.5.9

10

20

30

40

50

ョートカットアイコン登録制御プログラムについて、図２３及び図２４を参照して説明す
る。図２３及び図２４は、本実施例の画像形成装置に表示される画面の一例である。
【００７６】
　前記した第２の実施例では、一覧画面６５に、空アイコン６４に対して登録可能な設定
項目として、空アイコン６４を選択した時に表示されている画面に対応付けられている設
定項目を表示したが、空アイコン６４を登録する際に、ユーザは使い勝手を考えて、空ア
イコン６４近傍の登録済みアイコン６３に関連する設定項目を登録する場合が多い。そこ
で、本実施例では、空アイコン６４が選択された時に一覧画面６５に表示する設定項目と
して、空アイコン６４近傍の登録済みアイコン６３に登録されている設定項目に関連する
設定項目を表示する。
【００７７】
　その場合、印刷システムの構成は第１の実施例と同様であるが、画像形成装置２０の制
御部２１（表示制御部２１ｂ）は、空アイコン６４に登録可能な設定項目の一覧を表示す
る際に、選択された空アイコン６４の近傍に表示されている登録済みアイコン６３に対応
付けて登録されている設定項目に関連する設定項目を優先的に表示する。
【００７８】
　このショートカットアイコンの登録制御について、画面例を参照して説明する。
【００７９】
　図２３は、スキャン画面６７の一例である。このスキャン画面６７のアイコン表示領域
６２の中から空アイコン６４を選択すると、図２４に示すように、スキャン画面６７上（
ここでは設定領域６１内）に空アイコン６４に対して登録可能な設定項目の一覧を示す一
覧画面６５が表示される。
【００８０】
　ここで、前記した第２及び第３の実施例では、この一覧画面６５には、空アイコン６４
を選択した時に表示されているスキャン画面６７に対応付けられている機能別設定項目（
「ＰＤＦ／ＪＰＥＧ選択」や「宛先設定」）と、空アイコン６４を選択した時に表示され
ている画面に関わらずに表示する共通設定項目（「ＣＯＰＹ」と「ＳＣＡＮ」と「ＢＯＸ
」）と、を表示したが、本実施例では、選択した空アイコン６４の近傍に「コピー」の登
録済みアイコン６３があるため、コピー機能に関連する設定項目として、「確認コピー」
と「排紙トレイ設定」を表示する。
【００８１】
　このように、空アイコン６４の選択時の設定項目として、空アイコン６４の近傍の登録
済みアイコン６３に登録された設定項目に関連する設定項目を表示することにより、所望
の設定項目を迅速にアイコンに登録することができ、ユーザの利便性を向上させることが
できる。
【００８２】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない限り
において、その構成や制御は適宜変更可能である。
【００８３】
　例えば、上記各実施例では、画像形成装置２０でショートカットアイコンを登録する場
合について記載したが、クライアント装置１０で動作するプリンタドライバ１１ｃの印刷
指示画面やコントローラ５０の設定画面でショートカットアイコンを登録する場合に対し
ても、本発明のショートカットアイコン登録方法を同様に適用することができる。
【００８４】
　また、上記各実施例では、印刷に関する機能に対してショートカットアイコンを登録す
る場合について記載したが、画面を遷移して設定を行う任意の機能に対して、本発明のシ
ョートカットアイコン登録方法を同様に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　本発明は、画面を遷移して複数の機能の設定項目を設定する制御装置、機能の設定項目
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に対応する画面への遷移を指示するショートカットアイコンを登録するショートカットア
イコン登録方法、ショートカットアイコンの登録を制御するショートカットアイコン登録
制御プログラム及び当該ショートカットアイコン登録制御プログラムを記録した記録媒体
に利用可能である。
【符号の説明】
【００８６】
　１０　クライアント装置
　１１　制御部
　１１ａ　ＯＳ
　１１ｂ　アプリケーション
　１１ｃ　プリンタドライバ
　１２　ＣＰＵ
　１３　ＲＯＭ
　１４　ＲＡＭ
　１５　記憶部
　１６　ネットワークＩ／Ｆ部
　１７　表示部
　１８　操作部
　２０　画像形成装置
　２１　制御部
　２１ａ　登録部
　２１ｂ　表示制御部
　２２　ＣＰＵ
　２３　ＲＯＭ
　２４　ＲＡＭ
　２５　記憶部
　２６　ネットワークＩ／Ｆ部
　２７　ＦＡＸ送受信部
　２８　表示操作部
　２９　画像処理部
　３０　画像読取部
　３１　画像形成部
　３２　後処理部
　４０　通信ネットワーク
　５０　コントローラ
　６０　画面
　６１　設定領域
　６２　アイコン表示領域
　６３　登録済みアイコン
　６４　空アイコン
　６５　一覧画面
　６５ａ　機能別設定項目
　６５ｂ　共通設定項目
　６６　コピー画面
　６７　スキャン画面
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